
公開議事用  

 

 

 

平成２７年度  第２回  

 

熊 本 県 私 立 学 校 審 議 会  

 

会 議 資 料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２８年２月２日（火）午後３時００分～  

場所：熊本県庁本館５階  審議会室   

 

 

 

 

 

 



資  料  目  次  

 

 公開議事 

 

【諮問事項】 

〈幼稚園関係〉 

 ① 幼保連携型認定こども園への移行に伴う 

幼稚園（７園）の廃止認可について      ・・・・・１ 

② 学校法人本田学園の解散認可について             ・・・・・５ 

 



Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 諮問事項  ① 

幼保連携型認定こども園への移行に伴う幼稚園の廃止認可について  

（学校教育法第４条第１項に基づく認可）  

 

１ 施設・設置者の概要  

幼稚園の名称・園長名・所在地・設置認可日・設置者名等は別表のとおり。 

 

２ 廃止時期  

知事認可日（平成２８年４月１日予定）  

 

３ 廃止理由  

幼保連携型認定こども園に移行するため。  

 

４ 園児の処置  

在園児は幼保連携型認定こども園の園児となる。  

 

５ 教職員の処置  

幼保連携型認定こども園の教職員となる。  

 

６ 指導要録等の引継  

幼保連携型認定こども園に引き継ぐ。  

 

７ 資産の処置方法  

基本財産（園地、園舎等）、運用財産（預金等）、負債は幼保連携型認定こ

ども園に引き継ぐ。 

 

 

※ 幼稚園と幼保連携型認定こども園の比較（主なもの）  

 幼稚園  幼保連携型認定こども園  

法的性格（法律） 
学校（学校教育法）  学校かつ児童福祉施設（認

定こども園法）  

認可権者  
都道府県  都道府県・指定都市・中核

市 

職員の性格  
幼稚園教諭  保育教諭（幼稚園教諭＋保

育士資格）  

給食の提供  
食事の提供義務なし  ２・３号子どもに対する食

事の提供義務  

開園日、保育時間  
３９週以上（春夏冬休みあ

り）、４時間が標準  

約３００日（土曜日開園が

原則）、１１時間以上の開所  
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諮問事項　①

幼保連携型認定こども園への移行に伴う幼稚園の廃止認可について（学校教育法第４条第１項に基づく認可）

３歳～５歳（学校教
育を希望する園児）

３歳～５歳（保育の
必要な園児）

０歳～２歳（保育の
必要な園児）

熊本市 城北幼稚園 米澤　静江 熊本市北区清水新地2丁目8-2 昭和40年7月24日 学校法人清水学園 道越　温 340 280 36 34 350
幼保連携型認定こども園 城
北幼稚園

熊本市 聖母幼稚園 村上　政子 熊本市東区南町13-7 昭和45年5月13日 学校法人マリア学園 佐野　聖子 200 195 20 20 235
幼保連携型認定こども園 聖
母幼稚園

熊本市 恵水幼稚園 鷲山　恵水 熊本市南区御幸笛田3丁目13-12 昭和55年12月27日 学校法人みゆき学園 鷲山　恵水 330 210 105 58 373
幼保連携型認定こども園 恵
水幼稚園

小　計 3 3 870 685 161 112 958

水俣市 早蕨幼稚園 田中　善一 水俣市陣内2丁目2-1 昭和26年10月20日 学校法人熊本ルーテル学園 河野　重昭 80 39 15 13 67
幼保連携型認定こども園 さ
わらびこども園

小　計 1 1 80 39 15 13 67

宇城市 まこと幼稚園 島村　繁子 宇城市松橋町豊福1017-3 昭和56年3月2日 学校法人松橋誠光学園 島村　繁子 140 140 10 20 170 認定こども園 まこと幼稚園

小　計 1 1 140 140 10 20 170

菊陽町 尚絅大学短期大学部附属幼稚園 金澤　香代子 菊池郡菊陽町武蔵ケ丘北2丁目8-1 昭和43年12月26日 学校法人尚絅学園 池満　淵 260 200 60 30 290
幼保連携型認定こども園 尚
絅大学短期大学部附属こど
も園

小　計 1 1 260 200 60 30 290

益城町 あじさい幼稚園 前田　なるみ 上益城郡益城町安永447-6 昭和55年12月27日 学校法人本田学園 前田　晴重 90 69 58 53 180
幼保連携型認定こども園 あ
じさい保育幼稚園

小　計 1 1 90 69 58 53 180

合　　計 7幼稚園 7法人 1,440 1,133 304 228 1,665
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施設の名称（予定）
市
町
村

施　　　　　設 設　　置　　者

園長名 設置認可日

幼保連携型認定こども園の利用定員（平成28年4月1日）

現在の
認可
定員

２号 ３号

合計理事長名名称 所在地 法人名

１号



 

教育基本法上の「法律に定める学校」（第６条） 
 

①「公の性質」を有し、 
②教育を受ける者の心身の発達に応じた「体系的・組織的な教育」を行う。 
 
◎教育基本法－抄－ 
  （学校教育） 
  第６条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体 
   及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 
  ２  前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身     
   の発達に応じて、 体系的な教育が組織的に行われなければならない。（以下略） 

（参考）新たな幼保連携型認定こども園の「学校」としての位置付け 

認定こども園法に定めるもの 
 

幼保連携型認定こども園 
 
 
 

 
学校教育・保育を提供 

 

学校教育法に定めるもの 
 

 幼稚園       中等教育学校 
 小学校       特別支援学校 
 中学校       大学 
 高等学校      高等専門学校 
  

 学校教育を提供 

学校 学校・児童福祉施設 
両方の性格 3
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 諮問事項  ② 

学校法人本田学園の解散認可について  

（私立学校法第５０条に基づく認可）  

 

 

名  称 学校法人本田学園 理事長名  前田  晴重  

事 務 所 

所 在 地 
上益城郡益城町安永４４７－６  

寄附行為  

認 可 日 
昭和 55 年 12 月 27 日 

解散時期  知事認可日（平成２８年４月１日予定）  

解散理由 
あじさい幼稚園の廃止及び幼保連携型認定こども園への移行に

伴う理事会及び評議員会の解散決議  

法人の設置 

す る 学 校 
あじさい幼稚園  

役  員 理事６人 監事２人 

資 産 等 

（１）資  産     167,629,313 円  

①基本財産    164,632,476 円 

 ・園地     150,072,368 円 

   ・園舎、機器備品等 14,560,108 円  

②運用財産     2,996,837 円  

   ・預金       2,996,837 円  

 

（２）負債      20,028,252 円  

  ・固定負債          0 円  

  ・流動負債     20,028,252 円  

 

（３）残余財産     147,601,061 円  

 （１）資産－（２）負債＝ 147,601,061 円  

残 余 財 産

の処分  

残余財産については、清算結了までに要した経費を除き社会福祉

法人あじさい会が引き継ぐ。  

 

※学校法人本田学園寄附行為第３９条  

「この法人が解散した場合（合併又は破産によって解散した場合

を除く。）における残余財産は、解散のときにおける理事会にお

いて理事総数の３分の２以上の議決により選定した学校法人又

は教育の事業を行う公益法人に帰属する。」  
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学校法人本田学園　あじさい幼稚園

〔位置図〕

〔航空写真〕
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私立学校法（関係箇所抜粋） 
 

 

私立学校法 

（昭和二十四年十二月十五日法律第二百七十号） 

最終改正：平成二三年六月二四日法律第七四号 

（所轄庁）  

第四条  この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものに

あつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知

事とする。  

一  私立大学及び私立高等専門学校  

二  前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校  

三  第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人  

四  第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人  

五  第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各

種学校とを併せて設置する学校法人  

 

（解散事由）  

第五十条  学校法人は、次の事由によつて解散する。  

一  理事の三分の二以上の同意及び寄附行為で更に評議員会の議決を要するものと

定められている場合には、その議決  

二  寄附行為に定めた解散事由の発生  

三  目的たる事業の成功の不能  

四  学校法人又は第六十四条第四項の法人との合併  

五  破産手続開始の決定  

六  第六十二条第一項の規定による所轄庁の解散命令  

２  前項第一号及び第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定を受

けなければ、その効力を生じない。  

３  第三十一条第二項の規定は、前項の認可又は認定の場合に準用する。  

４  清算人は、第一項第二号又は第五号に掲げる事由によつて解散した場合には、所

轄庁にその旨を届け出なければならない。  
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